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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

市長及び副市長等の日程調整や公務等に伴う事務処理を行うとともに、市長及び副市長等が職務に専念できるよう、また、円滑、確実かつ適正な公務執行ができるよう執務環境を確保す
る。
・日程調整、情報・資料等収集、随行、送迎、来客接待、執務環境の整備
・市民（相手）の立場に立った行財政運営
・柔軟かつ効率的な行財政運営

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1016

武田 寛

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.秘書一般管理費

開始年度 昭和27年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 01010100

事 務 事 業 名 秘書一般管理事業

事 業 コ ー ド 90201101

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

000000

一般会計政策の柱 該当なし 会計

予算科目 コード３ 001020101コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

１．一般管理費

秘書係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

１．総務管理費

該当なし

項

基 本 事 業 名 該当なし

款

計画

２．総務費

区 分 該当なし

施 策 名 該当なし

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

市長、副市長
① 市長、副市長 人 2 2 2 2 2

➡
活
動
指
標

市長等日程調整件数 件①

② 支出総額（市長交際費） 千円

1,767 1,733

3,467 2,752

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

①
円滑な関係構築に役立った市長交際費の件
数/市長交際費を支払った総件数

％ 100.00 100.00

87.40 90.00 90.00

100.00 100.00 100.00

％ 88.60 90.00市長・副市長等出席割合

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当なし

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

7,400

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 7,595

0

⑷一般財源 7,371 6,456 7,595 7,500 7,400

(千円)

7,371 6,456 7,500

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

昭和27年の町村合併に伴う魚津市の市政施行に伴い、市長等の公務の総括的な執務環境の整備が必要となる。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 23,812

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 4,100

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 16,441

3

4,400 4,400 4,400 4,400

3 3 3

18,502 18,502 18,502 18,502

24,958 26,097 26,002 25,902

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

市長・副市長等の日程調整、情報・資料収集、随行、送迎、来客接待、執務環境の整備

＊平成21年度の変更点

・20年度から一部実施しているが、協賛金（現金）を地場産品（ミニチュアたてもん・魚津漆器等）へ変更
・市長車の老朽化に伴い、コスト削減や環境面に配慮したハイブリッドカーの市長車への導入

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

市長及び副市長等の職務の最大限の発揮及び市民を始め、関係機関・団体等との円滑な交渉・関係の確立

・魚津市と同様、各種会合、催事等への市長自らの出席を臨む声があるが、全ての行事への
出席は困難であり、日程調整がつかないものは、代理出席で対応している。
・極力、首長の出席で対応していると、首長の体調管理にも悪影響を及ぼすことがあり、逆
に、その後の公務にも支障をきたすこととなり、関係者へ迷惑をかけることとなる。
・担当課における、より適切な市民等への対応の指導・強化

行政に対し、厳しい目が向けられている昨今、各種会合、催事等への市長自らの出席を臨む声が依然として強い。（日程調整がつかないものは、代理出
席で対応しているが・・・）
また、行政に対するニーズが多様化する中、市民においては個々の要望が受け入れられない場合に、そのまま市役所に対する不満につながるケースがあ
り、そのことが市長への苦情として、直接市長に寄せられる。

把握している

把握していない

長引く不況からも、行政に対してより一層厳しい目がむけられているため、虚礼廃止等による支出削減へとシフトしているとともに、全国的に市長交際
費の支出内容の公表が当然のこととなってきている。
また、住民のニーズも多様化しており、個々の希望や要求が受け入れられないなどと、直接、市長や副市長等への苦情が寄せられることが多くなってて
いると思われる。
最小限の予算の中、より慎重かつ適切・的確な対応が求められる。
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

市長・副市長の日程調整や公務等に伴う事務処理は、市政運営に重要な業務であり、円滑に公務執行ができるよう
努めていく。
交際費については、引き続き、公平性・透明性の確保と適正な執行に努めていく。

説
明○ 平均

juu

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者負担を求める事務ではない。

受益者負担を求める事務ではない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

市長、副市長の日程調整等の秘書業務であり、該当する施策なし。

●

○

○

○

○

あり
説
明

市長交際費を含め、秘書事務経費の全般的削減を図るため、行政運営をより一層工夫しながら継続していかなければな
らない事務事業であるとともに、社会通念上必要とされる(市を代表とする)市長としての交際活動のため、成果向上余
地は少ないと思われる。しかしながら、最小限の予算で、国・県等交付金を獲得するなど、市政全体の行財政運営の円
滑を図るといった観点からは、成果向上の余地は大きいものと思われる。また、引き続き、市長交際費を市ホームペー
ジ等における積極的な公開、市長車へのハイブリッドカーの導入によるコスト削減・環境面へ

●

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

●

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現在の手法が適正と考えるが、引き続き、市長交際費の支出に関する積極的な情報公開等により、市民を始め関係者か
らのさらなる信頼性の向上を図るなど、今後より一層効率的かつ透明性の高い運営に努めたい。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

削減

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

あり
説
明

業務の運営に関して、随時見直しを行い、時間外勤務の削減等、より効率化を図りたい。

社会情勢を鑑みながら、上記の内容を毎年随時見直し、適正運営・支出に努めたい。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

●

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

現在の手法が適正と考えるが、市長交際費の支出に関し、県内各市等の状況を踏まえ、今後支出不要等と考えられるも
のを適宜洗い出し、引き続き、適正な支出に努めたい。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ○

年度

な
し

小

昨今の厳しい社会・経済情勢を考慮し、市長交際費のさらなる適正支出を行うことが重
要である。引き続き、市長交際費の公平性･透明性を確保し、効率性も高め、市民によ
り信頼される市長・副市長等の事務遂行となるよう鋭意改善を図るとともに、業務の随
時見直しを行うなど、経費の削減も併せて図りたい。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり
説
明

市の全ての事務事業と密接に関連していると思われ、各部課との連携を一層密にし、より効果的で、市民に信頼され、
喜んでいただける事業が展開できるものと考えられる。

○

○

2/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

実 施 方 法

地方自治、教育文化、産業経済、厚生その他分野において、その発展向上に尽力し、本市のために貢献した功績が特に顕著な個人・団体及び篤行者を表彰し、広報する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1016

吉﨑 祐子

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 3.魚津市表彰事業

開始年度 昭和48年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 01010100

事 務 事 業 名 魚津市表彰事業

事 業 コ ー ド 90201102

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

000000

該当なし政策の柱 該当なし 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

該当なし

秘書係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

該当なし

該当なし

項

基 本 事 業 名 該当なし

款

計画

該当なし

区 分 該当なし

施 策 名 該当なし

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

各分野において市民の模範となり、市政発展に寄与し、顕彰するにふさわしい功績をなした個人または団体。
① 表彰個人・団体数 件 13 18 20 20 20

➡
活
動
指
標

事業に費やす時間 時間①

②

50 50 50 5050

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 被表彰者及び後進の活動の意欲高揚度 ％ 100.00 100.0090.00 95.00 100.00

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当なし。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

581

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 581

0

⑷一般財源 537 441 581 581 581

(千円)

537 441 581

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

平成48年度10月5日魚津市表彰規則制定。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 2,141

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 400

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,604

3

400 400 400 400

3 3 3

1,682 1,682 1,682 1,682

2,123 2,263 2,263 2,263

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

市政功労者の選考、決定を行い、平成20年10月31日に表彰式を挙行し、表彰状・記念品等を授与するとともに、広く市民に広報
した。特に、個人受彰者への記念品については、平成19年度同様魚津漆器の木盃とし、また団体への記念品を平成19年度までの
金5万円から県内市町村を参考に金3万円へと減額し、表彰団体の増加、予算の削減と地場産業の振興に貢献した。
＊平成21年度の変更点

これまで取り上げられなかった分野での市政功労者・団体の発掘に努める。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

被表彰者の各分野における永年・多年にわたる功績を顕彰し、その功績を広く市民に知らせることにより、被表彰者の更なる活
躍が期待できるとともに、後進への励みとなり、市政発展に寄与する。

表彰事業は膳自治体で行っているが、内容は大差ないと思われ詳細は把握していない。候補者の公平性を保つため、全分野から偏りのない選考を求められている。
把握している

把握していない

市民の行政への参画機会やボランティア活動が増加している。
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

市政の各分野で功績のあった人を表彰することは、被表彰者はもちろん、他の市民や団体等の活動へも大きな効
果が期待されることから、継続が必要と考える。

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者負担を求める事務ではない。

受益者負担を求める事務ではない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

表彰対象が複数の施策であり、結びつく特定の施策がない。

●

●

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

現在の業務時間は適切である。

上記の内容を毎年随時見直したい。

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

平成19年度は、個人受彰者への記念品を銀盃から魚津漆器の木盃に代えることで、大幅な減額が可能となった。また、
平成20年度は、さらに受彰団体への記念品を金5万円から金3万円に減額することで、予算の削減が可能となった。ただ
し、現在の社会情勢をかんがみると、世界的な物価の上昇により、今後記念品の底値が上がる可能性がある。その他の
記念品(記念菓子等)を別のものに置き換えることで予算の削減は図ることができるかもしれないが、微々たるものであ
る。被表彰者を減らす方法以外には、削減の余地はないものと思われる。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

な
し

小

表彰する一個人・団体にかける予算を削減する分、各分野で活躍し市に貢献している個
人・団体の発掘に努め、受彰数を増加させるなど、限られた予算を最大限活用する。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果の高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

戦後60年以上が経過し、過去の悲惨な記憶が薄れつつある中、北朝鮮の核開発問題、テロ事件の続発、中東における軍事衝突など、国際社会情勢は不安
定になる一方であり、非核平和事業の取り組みの重要性は増している。

◆事業概要（どのような事業か）

戦争や平和の問題を通じ、市民の非核平和に対する意識の高揚を図る。また、近年風化しつつある戦争・被爆体験の継承を若い
世代を中心に行う。

日本非核平和宣言自治体協議会に加盟しているのは、当市以外では富山市、黒部市、入善町
のみ。また、平和市長会議には富山市、入善町のみ加盟している。非核平和宣言はほとんど
の南砺市以外の14市町村、県が行っているが、具体的な事業については高岡市以外には積極
的な活動が見受けられない。

議会から非核平和事業への取り組み強化を求められている。
把握している

把握していない

対
象

被爆体験記朗読会開催(3回、小学校･ボランティアグループと連携して開催、保護者の参加もあり)、富山大空襲･原爆の日黙とう
周知(市広報)、核廃絶署名募集、原爆の日及び終戦記念日黙とう周知(庁内)、原水爆禁止関連団体への助成、日本非核宣言自治
体協議会事業への協力
＊平成21年度の変更点

平和市長会議に加盟、日本非核宣言自治体協議会総会に出席、「戦争・被災写真パネル展」及び幅広い世代の市民を対象とした
朗読･講演会を実施、他は平成20年度と同様。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

1,722 1,817 1,686 1,817

1,682 1,682 1,682 1,682

3

400 400 400 400

3 3 3

②事務事業の年間所要時間 (時間) 300

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,203

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 1,319

(千円)

116 40 4

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

戦争を知らない世代が増え、平和に対する意識啓発が必要となり、昭和63年非核平和都市宣言を行った。また、平成4年日本非核宣言自治体協議会に加入
し、平成21年には平和市長会議に加盟。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 116 40 135 4 135

(千円)

0

0

135

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 135

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当なし

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

90.00 95.00 100.00 100.00① 事業参加者等の平和意識の高揚度 ％ 100.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

核廃絶署名協力人数 人 535

250

850 875 900

200 180 250 250

826

3 3 3

➡
活
動
指
標

読み聞かせ事業等への参加人数 人①

②

原水爆禁止関係団体への補助 回 3 3

3 5 5 5① 非核平和を啓発する事業等の実施回数 回 3

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

市民

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 該当なし

款

計画

該当なし

区 分 該当なし

施 策 名 該当なし

目

政 策 名

該当なし

該当なし

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

該当なし

秘書係

３．負担金・補助金 ４．市直営

000000

該当なし政策の柱 該当なし 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010100

事 務 事 業 名 非核・平和事業

事 業 コ ー ド 90201103

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.非核・平和事業

開始年度 昭和63年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

非核平和宣言都市として、日本非核宣言自治体協議会に加入し、諸外国で核実験が行われた際は、同協議会を通じて抗議申し入れを行うとともに、隔年で同総会に参加し、他自治体の取り
組み等を学んでいる。また、被爆体験記朗読会の開催、原水爆禁止関連団体活動を助成するなどして、非核平和の重要性について市民への啓蒙を図っている。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1016

吉﨑 祐子
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

小

平和に対する啓蒙活動、署名、核実験への抗議文の送付など、今後も比較・平和に対す
る取り組みを行いつつ、幅広い世代への語り継ぎや平和の尊さの周知を図る活動を継続
して行う。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

事業費は適切である。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

事務時間は適切である。

上記の取り組みを継続しつつ、毎年活動の見直しを図る。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
可
能

説
明

結びつく施策がない。

○

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者負担を求める事業ではない。

受益者負担を求める事務ではない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

非核・平和宣言都市として、市民の非核・平和に対する啓発普及、意識高揚を図る事業は必要である。
小学校における朗読会など継続的な取り組みを行う一方、原爆資料展の開催など幅広い世代への啓発事業も検討

する。

6/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

スポーツ・文化・産業の各分野での交流、児童・職員の人的交流など、広範囲にわたっての市民交流が定着している。また、交通整備の発展、情報通信
の進展により、

◆事業概要（どのような事業か）

行政レベルでのむすびつきは成熟している。連絡会議ではなく両者の交流事業の内容を重視し、両市でどのような交流が行われ
ているか情報交換を行うことで、理解が深まる。
民間レベルでの交流は、ライオンズクラブや商工会議所が中心となって行っている。これらの団体に加え、葡萄や梨といった農
家や商店街レベルでの交流を深める。

各市の友好親善都市については概ね把握しているが、各市独自のやり方があると思うの
で、交流状況等細部については把握していない。

今後は必要に応じて把握していきたい。

平成21年1月、両市の間で、盟約締結から25周年が経過し、交流関係の円熟化、情報通信網の発展により、今後は民間レベルでの交流を促進したいとの見
解の一致があり、「魚津市・井原市友好親善都市連絡会議」の開催を中止することが決定した。。 把握している

把握していない

対
象

「魚津市・井原市友好親善都市連絡会議」の廃止、平成20年度実績及び平成21年度事業の取りまとめ、民間団体の活動実績・計
画の取りまとめ、両市の連絡調整、式典・各種イベントにおける交際事務

＊平成21年度の変更点

平成20年度と大きな変更はないが、産業・スポーツ・文化といった面で民間レベルの両市の交流促進を目指す。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

1,262 1,397 1,262 1,262

1,262 1,262 1,262 1,262

3

300 300 300 300

3 3 3

②事務事業の年間所要時間 (時間) 200

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 802

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 802

(千円)

0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

両市のライオンズクラブの交流をきっかけに、昭和57年8月に岡山県井原市と友好親善都市提携を盟約したことによる。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 0 135 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 135

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当なし 行政レベルでは、両市で交流実績・交流計画を把握する。
民間レベルでは、交流実績・交流予定について毎年調査を行う。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

①

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

70 170

90

人

120 80 85 95

180 190 200

4 5 6

➡
活
動
指
標

両市の交流事業における参加人数 人①

② 民間交流における参加人数

民間団体の交流事業数 団体 3 3

9 10 10 10① 両市の交流事業数 回 15

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

平成19年度までは「魚津市・井原市友好親善都市連絡会議」を対象としていたが、平成20年度からは、両市の交流事業及び民間
交流を対象とする。

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 該当なし

款

計画

該当なし

区 分 該当なし

施 策 名 該当なし

目

政 策 名

該当なし

該当なし

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

該当なし

秘書係

３．負担金・補助金 ４．市直営

000000

該当なし政策の柱 該当なし 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010100

事 務 事 業 名 井原市交流事業

事 業 コ ー ド 90201104

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 5.井原市交流事業

開始年度 昭和57年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

両市の交際業務としては、式典等の際は市長等が相互に訪問している。また、各担当課で独自に交流事業を展開し、事業実績・計画を秘書係で一括して取りまとめている。平成19年度まで
は、両市の幹部による「魚津市・井原市友好親善都市連絡会議」を開催し、交流事業の実績報告及び次年度の交流計画を確認し、各交流事業においての経過や問題点について協議してい
た。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1016

吉﨑 祐子
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

● 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

小

商店街や農家(組合)、朝市実行委員会などに、井原の情報を提供する。
求めに応じ、両者の架け橋となって交流が促進するよう協力する。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性があるほかの事務事業はない。

○

●

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

事業費はない。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

現状で適正である。

連絡会議については今後も廃止。
行政レベルでの交流実績・交流計画の交換は継続して行う。情報交換も活発に行い、互
いの市の良い面を取り入れ、改善できる事業があればその都度見直す。
民間レベルでは、交流実績・交流計画を把握し、また交流が促進するよう協力してい
く。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

､
サ
ー
ビ
ス
低
下

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

○

あり
説
明

行政レベルではすでに交流は成熟しており、これからの成果向上の余地なし。
民間レベルでは、これまでのライオンズクラブや商工会議所の交流に加え、梨や葡萄農家(組合)、商店街、朝市実行

委員会などで交流が発展する可能性がある。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

関
与
縮
小

説
明

結びつく施策なし。

○

●

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者負担を求める事務ではない。

受益者負担を求める事務ではない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

行政レベルの連絡会議は、両市で協議した結果、平成20年度で廃止することとなった。
民間レベルの交流等も定着してきており、行政としては、スポーツや文化、産業などの各分野で両市の市民交流

が一層図られるために必要な環境づくり、情報提供などの役割を果たしていく必要がある。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

○

●

件連絡調整した議題 20.00 20.00 20.00

実 施 方 法

庁議、部課長会議等にかかる経費管理

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

矢田 厚子

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 1.企画一般管理費

開始年度 昭和46年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 庁議部課長会議事務

事 業 コ ー ド 90201105

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

531011

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

１．総務管理費

第３節 行財政新システムの確立

項

基 本 事 業 名 行政組織機構の見直しの推進

款

計画

２．総務費

区 分 行政経営

施 策 名 １．計画的で効率的な行財政経営の推進

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

意思決定を必要とする庁議議題（市の基本方針、重要施策等）
連絡調整を必要とする庁議議題（部局間の重要な事業、行事等の調整等）

① 意思決定を必要する議題 件 14 36 30 30 30

連絡調整が必要な議題 件 16 26 20 20 20

➡
活
動
指
標

庁議開催数 回①

② 意思決定した議題 件

23 16 16 16

30 30 30

16

14 36

16.00 26.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

①
意思決定をした議題/意思決定を必要する議
題

％ 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

％ 100.00 100.00連絡調整した議題／連絡調整の必要な議題

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

効率的な行財政経営により、財政の健全化と質の高い行政サービス提供が実現しています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

331

⑶その他(使用料・手数料等) 61,003 046 0

(千円) 61,334

0

⑷一般財源 39 272 331 481 331

(千円)

85 272 481

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

企画担当部設置時から (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 486

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 100

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 401

1

200 200 200 200

1 1 1

841 841 841 841

1,113 62,175 1,322 1,172

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

定例庁議及び部課長会議は月１回開催。その他市長が必要と認めた場合は臨時に会議を開催。

＊平成21年度の変更点

新川地区ふるさと市町村圏基金返還金及びふるさと寄附を地域づくり推進事業基金に積み立て

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

意思決定を必要とする議題の意思決定を行う。
連絡調整を必要とする議題の連絡調整を行う。

各市それぞれ、市の状況に応じた企画体制をとっており、比較対象とはならないため。特になし
把握している

把握していない

各事業での関連性が高まり、部局間を越えての情報共有、連絡調整が必要となっている。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

庁議は、市政上の重要事項を協議するために設置されているものであり、重要である。

説
明● 平均

ｋａｎｎｓｕｒｕこと

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市の方針決定等は市政全般にわたり、受益者を特定できない。

市の方針決定等は市政全般にわたり、受益者を特定できない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

魚津市の施策の方向性を決定する機関として機能している。

●

○

○

○

○

なし
説
明

余地なし

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

●

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

対象と意図は適切である。

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

他の業務と兼務し、実施している。

なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

資料作成費用のみ
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携事業なし

●

○
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

各県で定住化施策を展開している。

◆事業概要（どのような事業か）

市内外からの居住予定者を誘致

連絡協議会において、情報交換を実施。議員から人口増を図るため、県外等からの居住者の増加を望む声がある。
把握している

把握していない

対
象

県内各市町村の定住事業の情報交換
定住交流HP、県外定住交流セミナー開催

＊平成21年度の変更点

新規事業の「地域資源を生かしたまちづくり事業」に統合
暮らし体験事業、交流事業検討のための研修費用

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

2,264 4,076 4,076 4,076

2,103 2,523 2,523 2,523

2

500 600 600 600

1 2 2

②事務事業の年間所要時間 (時間) 600

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 2,406

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 2,456

(千円)

50 161 1,553

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

平成19年度に県が団塊世代等のセカンドライフ先として、富山を売り込み方策として「ときどき富山県民推進協議会」を立ち上げたことによる (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 161 1,553 1,553 1,553

(千円)

0

0

1,553

⑶その他(使用料・手数料等) 0 050 0

(千円) 1,553

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当施策なし

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

0.00

人 3相談窓口を通して県外等からの定住者数

0.00

3 3 3

① 魚津市の対前年比人口増加率 ％ 0.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

1 1

2

回

1 1 2 2

2 2 2

46,000 46,000 46,000

➡
活
動
指
標

定住交流HP更新回数 回①

② 定住交流HPPR活動件数

魚津市の人口 人 46,459 46,036

4 4 5 6① 移住に関する相談・問合せ件数 件

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

市内外からの居住予定者

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 該当なし

款

計画

２．総務費

区 分 該当なし

施 策 名 該当なし

目

政 策 名

１．総務管理費

該当なし

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

000000

一般会計政策の柱 該当なし 会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 定住・交流促進事業

事 業 コ ー ド 90201105

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 1.企画一般管理費

開始年度 平成19年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

県定住化施策に対する負担金

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

矢田 厚子
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

● 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

小

平成21年度は「地域資源を生かしたまちづくり事業」で定住交流についても、モデル事
業等を実施。事業結果を評価し、平成22年度に反映。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり
説
明

魚津の資源を生かした暮らし体験や就業支援事業など連携することで、相互の効果が高まると思われる。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

定住者誘致を本格的に進めるのであれば、魚津市独自の施策が必要であり、事業費の確保が必要。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

●

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

増加

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

定住者誘致を本格的に進めるのであれば、魚津市独自の施策が必要であり、事業の企画立案調整の人員確保が必要。

少子化対策、産業振興の面でも、人口減少に歯止めをかける定住化施策は重要。継続し
て実施。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

○ 適切

コスト削減の余地あり

●

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

対象の意図は適切である。

○

○

あり
説
明

体験型の観光等と連携し、交流人口や定住者を呼び込む効果は見込める。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
可
能

説
明

該当施策がないため

○

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地あり

説
明

現事業ではPR活動が主なため、受益者を特定できないが、今後暮らし体験事業菜など実施する際は、負担を求める必要
がある。

県外PR活動も今までは実施していないが、今後実施については、検討すべき。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

必要

県の「くらしたい国富山」推進本部の実施メニューを活用したＰＲ活動のほか、市のまちなか居住支援制度や空き
家情報バンク制度などのＨＰでの紹介にとどまっている。
より積極的な定住促進対策の検討が課題であり、ニーズの把握が必要である。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

地方分権の推進（地方分権一括法の施行、三位一体改革）による地方への権限委譲に伴う補助金から交付金への制度変更及び交付税の大幅な減少。
国、県、市の財政の硬直化の進行

◆事業概要（どのような事業か）

新規要望事業の採択及び継続要望事業が引き続き継続される。

他市においても同様の要望活動を行っている。随行頂く国会議員等からは、「要望文の工夫が必要」との指摘がある。
把握している

把握していない

対
象

６月24日に県知事及び担当部長へ要望、26日に富山河川国道事務所要望、７月８日・９日に北陸地方整備局、厚生労働省、国土
交通省、11月12日・13日には、厚生労働省、国土交通省への要望を行った。

＊平成21年度の変更点

変更無し

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

1,938 1,977 1,977 1,977

1,262 1,262 1,262 1,262

1

300 300 300 300

1 1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 4,000

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 16,040

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 17,166

(千円)

1,126 676 715

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

平成５年、当時の助役（成瀬ー富山県庁より）の提案により、本事業実施。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 1,126 676 715 715 715

(千円)

0

0

715

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 715

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

国や県、近隣自治体との連携を通じて行政サービスとの充実と効率化が図られています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

4 1 2

件 27 24継続がなされた要望事業数

2

24 24 24

① 採択が決まった新規要望事業数 件 2

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

1 1

2

回

2 2 2 2

1 1 1

24 24 24

➡
活
動
指
標

国要望 回①

② 県要望

継続要望事業 件 27 24

2 2 2 2① 新規要望事業 件 7

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

新規要望事業
継続要望事業

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 その他

款

計画

２．総務費

区 分 その他

施 策 名 ３．広域連携の推進

目

政 策 名

１．総務管理費

第３節 行財政新システムの確立

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

533999

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 重点事業要望事務

事 業 コ ー ド 53302202

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 2.重点事業要望費

開始年度 平成5年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

翌年度の市の重点事業に関し、新規事業の採択、継続事業の推進、国主体事業の推進等を目的に、県、国（各省庁）、県議、国会議員等に要望を実施する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

木下 英暖
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

要望について、書面だけではなく、パワーポイント等を使用したプレゼンテーションを
行う必要があると考えられる。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業は無い。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

平成19年度より、国への要望書は自前で作成している。県の要望書は、要望数及び要望先が多いため、自前での作成は
より効率が悪くなる。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

平成20年度より随行員を１人にしており、更に、要望書を自前で作成していることから、これ以上の削減は難しいと考
える。

国から地方への財源移譲の進み具合を考慮し、この事業の要否を判断する必要がある。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし

○

○

あり
説
明

要望書の内容の充実。
要望方法の検討。

●

根拠法令等を記入

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

重点事業として要望している事業は、事業主体が国・県であったり、事業財源の主管であることが多く、国や県と
の連携がなければ、事業の進捗が望めないことから不可欠な事業である。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市民全体、市全体の課題解決のために実施しており、特定受益者無し。

特定の受益者はいないので、受益者負担はない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

地方分権の時代の中で、要望よりも国・県に対して市町村が提案していく必要があると思われるが、現実に要望
することによって予算付けが確実なものとなる事業もあるので、最小限の経費で、かつ、重点事業に限って実施し
ていく必要がある。
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○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

黒部市と旧宇奈月町が合併し、今後も合併が進む可能性があり、それに伴い新川広域圏事務組合のあり方及び分担金の見直しが予想される。

把握していない

対
象

新川広域圏事務組合理事会及び幹事会等において同事務組合事業を審議しながら、分担金508,788千円、新川地域推進協議会へ負
担金50千円支出

＊平成21年度の変更点

新川広域圏事務組合への分担金額 579,085円へ変更
他構成市町とも連携しながら同事務組合事業一層の効率化を図ることとする。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡
県内には、砺波広域圏、富山広域圏、高岡広域圏、射水広域行政機構が存在し、それぞれの
市町村が負担金を支払っている。

特になし
把握している

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

510,519 580,817 580,817 580,817

1,682 1,682 1,682 1,682

1

400 400 400 400

1 1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 200

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 802

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 572,032

(千円)

571,230 508,837 579,135

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

昭和４４年から広域市町村圏の設定が開始され、新川広域圏は昭和45年７月に魚津市を含む黒部市、入善町、朝日町、旧宇奈月町で圏域が設定され、昭
和46年４月１日に一部事務組合が設置された。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 571,230 508,837 579,135 579,135 579,135

(千円)

0

0

579,135

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 579,135

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

国や県、近隣自治体との連携を通じて行政サービスの充実と効率化が図られている。
交流・連携を通じてまちの活力が高まっている。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

12,295 11,053

事業 21.00広域で連携して実施している事業数

円

21.00 21.00 21.00

12,588.00

21.00➡
成
果
指
標

広域的な取り組みにより良質で、安価なサービスを享受できる。
共同処理により効率化が図られた地域となっている。

50,000➡
活
動
指
標

①

②

① 市民一人あたりの負担金の額（広域連携）

負担金額（新川地域推進協議会）

円
負担金額（日本海・関東首都圏連絡道路建
設構想推進会議）

円

分担金額（新川広域圏事務組合） 円

50,000

571,179,126

0.00 0.00

579,000,000508,787,250 579,085,000 579,000,000

25,000

4 4 4

25,000 25,000

46,000

新川広域圏構成市町数 団体 4 4

46,459 46,036 46,000 46,000

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

市民
新川広域圏構成市町数

◆事業概要（どのような事業か）

基 本 事 業 名 圏域の共通の課題に対する取り組みの拡大

①
市民（「広報うおづ」の各年12月末の「市
の人口」）

人

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

計画

政 策 名

１．総務管理費

第３節 行財政新システムの確立

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

課 名 等

３．負担金・補助金 ４．市直営

係 名 等

企画政策課 款

６．企画費

企画係

２．総務費

区 分 広域連携

施 策 名 ３．広域連携の推進

目

533011

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予 算 科 目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 広域行政推進事業

事 業 コ ー ド 53301101

部 名 等 企画総務部

予 算 書 の 事 務 事 業 名 3.広域行政推進事業

開始年度 昭和46年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

近隣市町で共通する課題に対して、広域的に対応することで経費削減・効率化を図りつつ、質の高いサービスの提供やまちづくりを進めていくことを目的として、魚津市、黒部市、入善
町、朝日町で新川広域圏事務組合を設置する。その事業費として、毎年度分担金及び負担金を支払う。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

飛世 かおり

25,000.00 25,000.00 25,000.00

12,586.00 12,586.00
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○ .

○

な
し

●

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

事業費の見直しにより、コスト削減を図る。

広域で事業を実施することで効率化を図っている。今後、施設の改修等の際には、ランニングコストを見越したシステ
ム導入による人件費削減も検討が必要。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

事務組合を活用しながら広域的な観光等の交流人口の拡大等を一層図れないか検討する必要がある。

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか）

コスト削減の余地あり○

受益者負担の適正化の余地あり

○

③ 効率性 適切

適切

○

○

１１．事務事業実施の緊急性

○

● 成果向上の余地あり

大

○

年度

○廃止

コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

最小限の職員で対応しており、削除の余地なし。

事業費の見直しにより、コスト削減を図る。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切 ○

【有効性の評価】

適切

② 有効性

●

○

非
常
に
高
い

●

① 目的妥当性

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

○

目的廃止又は再設定の余地あり

○

あり
説
明

分担金の減少、すなわち、行政サービスの充実と効率化を図る。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、どのように見直す余地があるか説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

近隣自治体との連携を通じて行政サービスの充実と効率化に大きく貢献している。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度小

直結しない

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

全
国
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市民すべてが受益者であり、負担を求めるものではない。

特定受益者がいないので、負担は発生しない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

●

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

広域圏で実施することにより共通経費が削減されている。
今後、新し尿処理施設の建設、宮沢清掃センター最終処分場、エコポート改造（ビニプラ混焼）などに伴い、分

担金が増える見込みであるが、副市長、担当課長の幹事会等を通して、広域圏予算の経費削減に努める。
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

まちづくりの主体が官から民へ、住民主体のまちづくりが主となっており、協働しながら計画を策定していく傾向が強まってくる。
適正な行政評価を考慮した施策の構築の展開。

◆事業概要（どのような事業か）

基本構想：魚津市のめざす将来像と将来の目標を明らかにし、これらを実現するための基本的な施策の大綱を示す。
基本計画：基本構想において設定した魚津市の将来の目標や基本的施策を実現するために必要な手段、施策を体系的に明らかに
する。
実施計画：基本計画の施策に基づいて、事業内容や実施時期を明らかにし、行財政運営の指針とする。

このような形で市民に市の方針を説明することにより、市民の市政への関心を喚起する。

他市の総合計画等を入手している。市議会議員、市民団体からの意見・・・市民と協働した計画づくりをすべき。（ワークショップの開催等）
把握している

把握していない

対
象

行政経営戦略会議にて、施策優先度評価、重点施策、重点事業枠を決定するとともに、施策ごとの財源枠を調整するのと並行し
て、実施計画書を策定した。また、市民意識調査を行い、総合計画の指標の進行管理を行った。同時に、新総合計画の策定に向
け、市民アンケートを行った。
＊平成21年度の変更点

20年度同様、経営戦略会議の中で、実施計画（H22.23.24)を策定。市民意識調査による総合計画の指標の進行管理、
第４次魚津市総合計画策定（平成２２年度策定予定）に向けて、審議会・作成会議等を行う。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

4,966 32,748 32,748 4,085

4,626 25,230 25,230 3,785

3

1,100 6,000 6,000 900

3 3 3

②事務事業の年間所要時間 (時間) 900

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 3,609

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 3,805

(千円)

196 340 7,518

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3

昭和44年３月、地方自治法の一部改正により、総合計画策定について規定されたことから策定開始。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 196 340 7,518 7,518 300

(千円)

0

0

300

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 7,518

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

市政に関する十分な説明がなされ、行政経営の透明性が高まっています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

11.80 11.30 25.00 50.00①
市の実施している事業について説明が十分
になされていると感じている市民の割合

％ 50.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

0 0

9 6

3

回

0 0 3 0

6 6 0➡
活
動
指
標

総合計画審議会 回①

② 総合計画作成会議

46,036①
市民（「広報うおづ」の各年12月末の「市
の人口」）

人 46,459

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

市民

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 その他

款

計画

２．総務費

区 分 その他

施 策 名 １．計画的で効率的な行財政経営の推進

目

政 策 名

１．総務管理費

第３節 行財政新システムの確立

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

531999

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 総合計画策定事業

事 業 コ ー ド 53101011

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.地域振興事業

開始年度 昭和46年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

基本構想・基本計画・実施計画の策定及び進行管理

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

木下 英暖

回経営戦略会議 6 6 6
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

● 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

アンケートの実施、分析、実施計画の製本を自前で行うなど、最小限の事業費で実施している。
今後、基本構想及び基本計画の策定に伴い増加することが考えられる。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

増加

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

最小限の職員で対応している。
今後、基本構想及び基本計画の策定により、増加することが考えられる。

なし

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ○ 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

●

根拠法令等を記入
地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第４項

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

法
令
義
務

説
明

魚津市の市政に関しての10年、５年、３年の計画を職員及び市民に周知することから、施策への直結度は高い。

○

●

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市民全体に関わるものであり特定受益者なし

特定受益者がいないので、負担は発生しない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

行政評価システムや予算編成との連動を図りながら、現総合計画の進行管理を行う。
また、平成23年度からスタートする新総合計画基本構想基本計画の策定にあたっては、市民との協働、参画に努

める。

18/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

○

●

実 施 方 法

魚津高校野球部が甲子園で「蜃気楼旋風」を巻き起こしてから50周年を迎えることから、スポーツを通じて地域が活性化した当時をしのぶとともに、未来に向け新たなメッセージをこめた
事業を実施する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

矢田 厚子

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.地域振興事業

開始年度 平成20年度 終了年度事 業 期 間 平成20年度

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 蜃気楼旋風50周年記念事業

事 業 コ ー ド 13202406

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

511011

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

１．総務管理費

第１節 市民との協働

項

基 本 事 業 名 コミュニティ活動の活性化

款

計画

２．総務費

区 分 地域振興

施 策 名 １．市民主役のまちづくり

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

魚津市民
① 市民 人 46,036

➡
活
動
指
標

イベント参加者 人①

②

300

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

①
郷土の歴史や伝統などが伝承され、自然に
育まれた文化が豊かであると感じている割
合

％ 24.8

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

市民の知恵と力がまちづくりに生かされて、地域住民との協働によるまちづくりが行われています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 1,000

(千円) 0

0

⑷一般財源 0 187 0 0 0

(千円)

0 1,187 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 0

魚津高校野球部OB会が蜃気楼旋風50周年を記念したイベントを実施することから、市としても記念事業を実施してはどうかとの声がでた。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 0

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 0

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

0

200 0 0 0

2 0 0

841 0 0 0

2,028 0 0 0

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

蜃気楼旋風50周年記念写真展
蜃気楼旋風50周年記念対談及びティーボール大会
蜃気楼旋風50周年記念番組作成
＊平成21年度の変更点

事業実施なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

蜃気楼旋風当時の地域活力を思い起こし、再び魚津を元気にする。

観光振興は各市独自に添加しており、比較対象とはならない。魚津の歴史を次世代に伝えたい。
把握している

把握していない

魚津市の歴史や高校野球史に大きく刻まれる出来事であり、将来、魚津市民がスポーツの全国大会等で活躍した時など折にふれ紹介される歴史と思わ
れる。

また、市内の高校が甲子園大会に出場することを願う市民も多いことから、将来、蜃気楼旋風が再現した場合、魚津市が大変活気づくと予想される。
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

● 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

単年度事業として、魚津高校野球部ＯＢ会、体育協会、各商店街、行政からなる実行委員会形式で実施したが、記
念対談には多くのスポーツ少年団の参加もあり、また、商店街のイベントにあわせて当時の写真や新聞記事が各商
店街に展示されたり、さらにテレビ局が記念番組を放映するなど、蜃気楼旋風による地域振興は一定の成果があっ
た。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者を特定できない。

受益者を特定できない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
可
能

説
明

市民が郷土に誇りと愛着を持つことはまちづくりの大きな言動力となる。

○

○

○

○

○

あり
説
明

スポーツを通じての地域活性化につながる。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

対象と意図は適切

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

●

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

単年度での記念事業のため。

実施なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

平成21年度

○

終了

⇒⇒⇒⇒⇒⇒

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

単年度での記念事業のため。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

平
均

中

実施なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり
説
明

スポーツ少年団の活動と併せて実施することで、参加者の確保が見込める。

●

○
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○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

○

●

米騒動に関心を持ってもらうことについては、一定の効果を得た。今後、米騒動発祥の地である米倉保全とともに、地道な啓発活動が重要。

◆事業概要（どのような事業か）

米騒動の歴史的意義を理解し、郷土に誇りを持つ。

観光振興は各市独自に添加しており、比較対象とはならない。米騒動関連の資料やゆかりのある建築物は保存していかなくてはならないという声が多くなっている。
把握している

把握していない

対
象

歴史民俗資料館において企画展
発祥地である大町地区での米騒動に係るイベント（大声コンテスト、朗読劇など）
中学生を対象とした出前授業
＊平成21年度の変更点

事業廃止。

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

621 0 0 0

421 0 0 0

0

100 0 0 0

1 0 0

②事務事業の年間所要時間 (時間) 0

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 0

(千円)

0 200 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 0

近年、米騒動を郷土の誇りとして、理解しようと活動する団体が現れるなど、米騒動に関する関心が高まっている。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 200 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 0

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

市民の知恵と力がまちづくりに生かされて、地域住民との協働によるまちづくりが行われています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

27.30 24.80①
郷土の歴史や伝統などが伝承され、自然に
育まれた文化が豊かであると感じている割
合

％

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

1,789

➡
活
動
指
標

イベント参加者数 人①

②

46,036 46,050 46,000 46,000① 市民 人 46,459

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

魚津市民

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 コミュニティ活動の活性化

款

計画

２．総務費

区 分 地域振興

施 策 名 １．市民主役のまちづくり

目

政 策 名

１．総務管理費

第１節 市民との協働

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

511011

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 米騒動発祥90周年記念事業

事 業 コ ー ド 13202406

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.地域振興事業

開始年度 平成20年度 終了年度事 業 期 間 平成20年度

実 施 方 法

魚津で発祥した歴史的事件である「米騒動」が発祥から90周年を迎えることから、この歴史的意義を後世に語り継ぐため、記念事業を実施する。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

矢田 厚子

21/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

発祥の地である建築物の保存に対して助成を行う。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり
説
明

小中学生の社会科での実地授業など地元の歴史を知る活動と連携すればより効果が上がる。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

単年度での記念事業では限界。ただし、継続的な事業では特に予算を必要としないで行うことは可能。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

平成20年度

○

廃止

⇒⇒⇒⇒⇒⇒

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

コストの方向性

増加

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

単年度での記念事業では限界。ただし、継続的な事業では特に予算を必要としないで行うことは可能。

米騒動に関する資料の収集、展示場所などを検討していく必要がある。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ● ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

対象と意図は適切

○

○

あり
説
明

建築物のハードの整備とともにソフト事業が充実することで大きな効果が得られる。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

市民が郷土に誇りと愛着を持つことはまちづくりの大きな言動力となる。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者を特定できない。

受益者を特定できない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

特に大きな経費をかけずに90周年記念事業は実施したが、米騒動という歴史的意義をどのように伝えていくか、米
倉の保存整備、関連資料の保存、文化財の指定・登録などの課題や観光行政とも関連することから、継続的に事業
を実施していく場合に、教育委員会や関係課との検討、地区住民との連携が必要である。
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

回

実 施 方 法

県、地域活性化センター等の助成制度の情報提供と事業申請事務

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

飛世 かおり

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 4.地域振興事業

開始年度 不明 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 企画政策課所管助成制度申請事務

事 業 コ ー ド 51101103

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

511011

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

１．総務管理費

第１節 市民との協働

項

基 本 事 業 名 コミュニティ活動の活性化

款

計画

２．総務費

区 分 地域振興

施 策 名 １．市民主役のまちづくり

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

町内会等のコミュニティ団体
市役所各課

① 町内会数 人 46,459 46,036

行政機構数

➡
活
動
指
標

助成制度数 回①

② 事業申請数 回

0 0 3 0

6 6 0

3

0 0

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 助成認可数 件 0 0

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

市民と行政が協働して、まちづくりを進めています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 2,500 15,0002,900 4,100

(千円) 2,500

0

⑷一般財源 0 0 0 0 0

(千円)

2,900 4,100 15,000

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

市民や市の活性化に向けた活動を支援するためも受けられた制度を広く周知するため。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 4,504

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 400

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 1,604

1

400 400 400 400

1 1 1

1,682 1,682 1,682 1,682

5,782 4,182 16,682 1,682

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

宝くじ助成の一般コミュニティ事業 元町町内会、てんじん地域振興会、魚津市老人クラブ連合会（社会福祉課で予算化）

＊平成21年度の変更点

共生のまちづくり事業申請中、
ブラッシュアップ事業 申請、認可、歴史と文化の薫るまちづくり事業 申請、認可
宝くじ コミュニティセンター助成申請希望 一般コミニティ 八幡みこし祭り（商工観光課予算化）

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

コミュニティ団体の事業費等の確保を図り、自主的活動を促進する。
市の単独事業の財源確保を図り、適正な行政経営に資する。

県等から実績件数の情報提要がある。活動に対する支援制度の情報提供を積極的に行ってほしい。
把握している

把握していない

近年、財政状況が厳しくなったため、各市町村からの申請件数がふえ、宝くじ助成等の採択も厳しい状況である。採択される条件として、先進的な内容
や市民団体の主体的活動が重要となっている。
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

補助メニュー、助成制度について、市民団体や地域振興会等へさらにＰＲを行い、積極的に活用されるようにす
る。
各課に対する周知にとどまらず、区長会に対して補助メニュー一覧など資料の提供行うことを地域協働課と協議す
る。

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市民全体に関わるものであり特定受益者なし

特定受益者がいないので、負担は発生しない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

活動に対して、直接的な支援を得ることができる。

●

○

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

最小限の職員で対応している。

なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

情報提供及び申請事務に関する事業費はかかっていない。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

な
し

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

●

○
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○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

○

●

実 施 方 法

みなとオアシス魚津周辺の観光資源等を活用して地域振興を行う市民団体等に事業助成を行い、みなとまちの活性化を図る。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

矢田 厚子

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 7.みなとまちづくり事業

開始年度 平成19年度 終了年度事 業 期 間 平成23年度

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 みなとまちづくり事業

事 業 コ ー ド 13202406

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

132011

一般会計政策の柱 第１章 明日を築く活力あるまち 会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

１．総務管理費

第３節 まちの活力を育む工業・商業・観光の振
興

項

基 本 事 業 名 観光関連施設の整備・活用

款

計画

２．総務費

区 分 観光振興

施 策 名 ２．観光の振興

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

みなとオアシス魚津周辺のみなとまち
市民

① 市民 人 46,459 46,036 46,000 46,000 46,000

魚津市観光客入り込み数 人 1,343,789 1,481,684 1,500,000 1,518,000 1,536,000

➡
活
動
指
標

みなとまちづくり助成事業件数 件①

② みなとまちで行われたイベント参加者数 人

0

0 1 3 2

2

380,000 390,000 400,000

みなとにある整備の必要な資源 件 3

3

1 0

209,692 355,551

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 魚津市観光客入り込み数 人 1,518,000.00 1,536,000.001,343,789 1,481,684 1,500,000.00

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

恵まれた自然や優れた歴史文化資源が保全され十分に活用されています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

1,000

⑶その他(使用料・手数料等) 31,000 6,00011,280 83,853

(千円) 31,000

1,000

⑷一般財源 0 71,915 0 0 0

(千円)

11,280 155,768 6,000

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 0

平成19年に魚津港北地区が「みなとオアシス魚津」に認定され、みなとまちを中心とした観光振興の機運が高まった。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 11,280

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 0

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

1

900 500 500 300

2 1 1

3,785 2,103 2,103 1,262

159,553 33,103 8,103 2,262

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

みなとまちづくりのためのファンド設置（既存基金利用）
モニュメントの本格設置への事業助成
モニュメント周辺環境整備（宝くじ助成による市主体工事）
＊平成21年度の変更点

米倉修繕団体への事業助成
みなとまち賑わい創出事業実施団体への事業助成

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

みなとオアシス魚津周辺のみなとまちの魅力アップを図り、地域活性化を図る。

観光振興は各市独自に添加しており、比較対象とはならない。各ハード整備事業については、一部反対の声もある。
把握している

把握していない

ハード整備については、関係団体と整備後の活用も含めた協議が必要
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

民間都市開発推進機構の住民参加型まちづくりファンド支援事業の助成決定を受け、平成20年度はモニュメント
「風の地平線－蜃気楼」が設置されたが、今後は、モニュメントのＰＲに努めるとともに、みなと周辺の賑わい創
出につながるよう、ソフト事業の充実に取り組む必要がある。

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者を特定できない。

受益者を特定できない。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

魅力ある観光資源の整備は、施策に直結する。

●

○

○

○

○

あり
説
明

ハードの整備とともにソフト事業が充実することで大きな効果が得られる。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

対象と意図は適切

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

適切

○

適切 ●

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

削減

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

事業助成にかかる審査等極力短縮している。

みなとまち整備後のソフト事業の充実

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

●

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

事業選定に当たっては、選定委員会を開催し、審査する。
ハードについては整備とともに事業削減し、ソフトの充実に努める。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ○

年度

平
均

大

みなとまちへの誘導案内板の設置

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり
説
明

ハードの整備に伴い、ソフト面を充実させる場合、観光ボランティアや体験型観光、広域観光等の連携が必要である。

○

○
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○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

○

●

放映に伴い、魚津市に観光で訪れる人が増える。

◆事業概要（どのような事業か）

魚津市の歴史資源を再認識し、郷土に誇りを持つ。観光資源として興味を持ってたずねてもらう。

観光振興は各市独自に添加しており、比較対象とはならない。大河ドラマで是非「魚津城」が取り上げられ、魚津を全国にアピールできるようNHK等に働きかけるべきだ。
把握している

把握していない

対
象

魚津城をPRするのぼり旗の作成
PRパンフレット、HP開設
企画展示の先進地視察
＊平成21年度の変更点

NHKとの共同事業開催
民間事業者との連携

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

2,317 421 0 0

1,262 421 0 0

0

300 100 0 0

1 1 0

②事務事業の年間所要時間 (時間) 0

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 0

(千円)

0 1,055 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 0

大河ドラマの放映 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 346 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 709

(千円) 0

0 0

0

0 1

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

恵まれた自然や優れた歴史文化資源が保全され十分に活用されています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

1,343,789 1,481,684 1,500,000

％ 27.30 30.00
郷土の歴史や伝統などが伝承され、自然に
育まれた文化が豊かであると感じている割
合

24.80

① 観光客 人

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

3件

4 8

1

1,500,000

➡
活
動
指
標

企画事業の開催 件①

② 関連商品開発件数

観光客 人 1,343,789 1,481,684

46,036 46,000① 市民 人 46,459

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

魚津市民
魚津市を訪れる観光客

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 観光関連施設の整備・活用

款

計画

２．総務費

区 分 観光振興

施 策 名 ２．観光の振興

目

政 策 名

１．総務管理費

第３節 まちの活力を育む工業・商業・観光の振
興

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ４．負担金・補助金

６．企画費

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

132011

一般会計政策の柱 第１章 明日を築く活力あるまち 会計

予算科目 コード３ 001020106コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 魚津城の戦い（天地人）PR事業

事 業 コ ー ド 13202406

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 8.地域資源を生かしたまちづくり事業

開始年度 平成19年度 終了年度事 業 期 間 平成23年度

実 施 方 法

大河ドラマ「天地人」にちなみ。魚津の歴史資源である「魚津城」をPRし、地域活性化につなげることを目的とする。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

矢田 厚子
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平
均

大

みなとまちへの誘導案内板の設置

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり
説
明

ソフト面を充実させる場合、観光ボランティアや体験型観光、広域観光等の連携が必要である。

○

○

年度

③ 効率性 ○

中･長期的
（３～５
年間）

あり
説
明

観光業者、商店街等が主体的に実施することにより費用の削減は可能。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

●

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

削減

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

事業助成にかかる審査等極力短縮している。

みなとまち整備後のソフト事業の充実

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

●

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

●

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

対象と意図は適切

○

○

あり
説
明

ソフト事業が充実することで大きな効果が得られる。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

●

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

魅力ある観光資源の整備は、施策に直結する。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

比
較
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

受益者を特定できない。

受益者を特定できない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明● 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

必要

各種講演会や企画展の開催、魚津城跡の整備、関連商品の販売の動きがでるなど、関係課や各施設、民間や地元地
区住民、ＮＨＫ等との連携や協力によって、地域の活性化に一定の効果があった。
一過性のものとせずに、観光の振興につながる取り組みが必要である。
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

平成20年度は制度開始とあって、各自治体がさまざまな獲得策を打ち出したが、2年目は沈静化している。寄附を申し込んでくる方は、魚津に縁のある方
が中心となるので、対象を絞って広報を行う。

◆事業概要（どのような事業か）

郷土への愛着を深めてもらい、県外等での魚津応援団になってもらう。魚津市の財源確保に有益。

県が県内市町村の状況を把握し、情報提供している。寄付者に対して、使途の説明を行うことやわかりやすいHPの改善等指摘されている。
把握している

把握していない

対
象

広報用のHPの立ち上げ、関西・東京魚津会への広報活動、寄附者への感謝として産直品送付、市広報での特集記事掲載

＊平成21年度の変更点

特になし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

1,682 1,682 1,682 1,682

1,682 1,682 1,682 1,682

1

400 400 400 400

1 1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 0

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 0

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 0

(千円)

0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 0

平成20年4月30日に地方税法が一部改正されたことに伴い、地方公共団体に対する寄附控除が個人住民税でも受けられることになったことから、各市町村
が寄付者獲得にPRを始めた。

(千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 0 0 0 0 0

(千円)

0

0

0

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 0

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

該当する施策なし

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

ふるさと寄附により実施した事業件数

22 20

円

件

2,000,000ふるさと寄附金総額

20

2,996,000 2,000,000

2 2

2,000,000

1

① ふるさと寄附件数 件 20

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

0 10

3

回

0 3 3 0

6 6 0

500 500 500

➡
活
動
指
標

両魚津会での広報活動 回①

② HPの更新

関西魚津会会員 人 500 500

700 700 700 700① 東京魚津会会員 人 700

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

県内外の魚津市出身者
魚津市

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 該当なし

款

計画

該当なし

区 分 該当なし

施 策 名 該当なし

目

政 策 名

該当なし

該当なし

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

該当なし

企画係

３．負担金・補助金 ４．市直営

000000

該当なし政策の柱 該当なし 会計

予算科目 コード３ 000000000コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010200

事 務 事 業 名 ふるさと納税対応事業

事 業 コ ー ド

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 なし

開始年度 平成20年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

魚津市が進める「まちづくり」をPRし、寄附をいただくことで財政支援を得る事業。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1067

飛世 かおり

2
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

現況でも事業費はかかっていない。今後、寄付者に対しPRもかねて、魚津らしい産直品を送った場合、事業費の増加が
見込まれる。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

増加

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

最小限の職員で対応している。

なし

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

○

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

非
常
に
高
い

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし

○

○

あり
説
明

寄付者にふるさとの農夫の成果が見える形でアピールすることで、郷土の関心を高めてもらう。

●

根拠法令等を記入

なし
説
明

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

魚津市が目指すまちづくりを知ってもらい、寄附という応援を得ることは、施策に直結する。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

全
国
的
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

市民全体に関わるものであり特定受益者なし

特定受益者がいないので、負担は発生しない。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

●

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

制度開始から２年目に入っても、経常的にふるさと寄附がいただけるような方法をさらに工夫していく必要があ
る。

30/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

20

事 業 コ ー ド 51110060 部･課･係名等

平成 21 年度 （平成

コード１ 01010300 政策体系上の位置付け コード２ 512012 予算科目 コード３ 001020102

事 務 事 業 名 定例記者会見事務 部 名 等 企画総務部 政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計 一般会計

予 算 書 の 事 業 名 1.広報広聴一般管理費 課 名 等 企画政策課 政 策 名 第１節 市民との協働 款 ２．総務費

事 業 期 間 開始年度 昭和30年以前 終了年度 当面継続 業務分類 ５．ソフト事業 係 名 等 広報広聴係 施 策 名 ２．広報・広聴の拡充 項 １．総務管理費

実 施 方 法 １．指定管理者代行 ２．アウトソーシング ３．負担金・補助金 ４．市直営 記 入 者 氏 名 広田 雅樹 区 分 広報 目 ２．文書広報費

電 話 番 号 0765-23-1015 基 本 事 業 名 多様な方法による市政情報の提供

◆事業概要（どのような事業か）

単
位

実績 計画

市長が、毎月1回報道機関を通じて、市民に市政に対する情報等を提供する。

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

対
象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

➡
対
象
指
標

市民
① 市の人口 人 46,229 46,036 46,000 46,000 46,000

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

➡
活
動
指
標

毎月1回定例の記者会見を開催

＊平成21年度の変更点

なし

① 開催回数(年間) 回 13 13 13 13 13

②

①
市民アンケート(説明責任が果たされている
と思う割合)

％

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

多くの市民が、市政に関心を持つ。
13.00 14.0011.80 11.30 12.00

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞ ↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

市政に関する情報が市民に伝わる。
市民の市政への参加が多く見込まれる。

◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか）
財
源
内
訳

⑴国・県支出金 (千円)

(千円)

市政施行頃から行なわれていると思われる。市民に、市の情報を伝えることを目的に実施 (千円) 0

⑶その他(使用料・手数料等)

0 0 0 0

0 0

0

⑵地方債 0 0 0 0

0

⑷一般財源 (千円) 303 4 0 0 0

0 0

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計） (千円) 303 4 0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1 1 1 1

市からの広報だけでなく、市民からの広聴活動がますます重要となってくる。 ②事務事業の年間所要時間 (時間) 200

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 802

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 1,105

(千円) 841 841

1

200 200 200 200

841 841

845 841 841 841

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205 4,205 4,205 4,205

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入) ◆県内他市の実施状況

➡

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

なし
把握している

各市で実施されている

把握していない

31/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【2枚目】

● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平成 21 年度 （平成 20

【目的妥当性の評価】 【必要性の評価】

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明） 10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

大

直結度大
説
明

市民に対し、市政に関する情報提供をすることにより、市民の意見形成に役立ち、市政への参画が期待できる。

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か） ○

民
間
不
可

法令などにより市による実施が義務付けられている ○

●
法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

○

○

非
常
に
高
い

○

直結度中 ●

直結度小 ○

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当 11．事務事業実施の緊急性

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当
低
い
が
､
影
響
大

○

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当 ○

根拠法令等を記入
○

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ○

なし
説
明

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地はなし。

★ 評価結果の総括と今後の方向性

① 目的妥当性 ● 適切 ○ 目的廃止又は再設定の余地あり

【有効性の評価】 ② 有効性 ● 適切 ○ 成果向上の余地あり

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明） ③ 効率性 ● 適切 ○ コスト削減の余地あり

なし
説
明

成果向上の余地なし。 ④ 公平性 ● 適切 ○ 受益者負担の適正化の余地あり

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 年度

○

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明） ○

○ 終了 ○ 廃止

なし
説
明

連携することで今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。 ○

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

【効率性の評価】

実
施
予
定
時
期

次年度
（平成22
年度）

なし コストの方向性

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

予算なし

中･長期的
（３～５
年間）

なし 成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

余地なし。最小の業務時間で実施しており短縮は困難である。

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から） 市民に市政情報等を提供する手段として、報道機関を通しての情報提供は大きな効果がある。
記者クラブの意見も聞きながら、より効果的な方法について工夫していく必要がある。 二次評価の要否

特定受益者な
し・負担なし

説
明

市民全体が受益者であり特定受益者はいない。

不要
適正化の余地なし

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

な
し

高い

説
明

市民全体が受益者であり特定受益者はいない。

○ 平均

低い
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

20

事 業 コ ー ド 51110060 部･課･係名等

平成 21 年度 （平成

コード１ 01010300 政策体系上の位置付け コード２ 512012 予算科目 コード３ 001020102

事 務 事 業 名 CATV番組審議委員会事務 部 名 等 企画総務部 政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計 一般会計

予 算 書 の 事 業 名 1.情報広聴一般管理費 課 名 等 企画政策課 政 策 名 第１節 市民との協働 款 ２．総務費

事 業 期 間 開始年度 平成14年度 終了年度 当面継続 業務分類 ５．ソフト事業 係 名 等 広報広聴係 施 策 名 ２．広報・広聴の拡充 項 １．総務管理費

実 施 方 法 １．指定管理者代行 ２．アウトソーシング ３．負担金・補助金 ４．市直営 記 入 者 氏 名 広田 雅樹 区 分 広報 目 ２．文書広報費

電 話 番 号 0765-23-1015 基 本 事 業 名 多様な方法による市政情報の提供

◆事業概要（どのような事業か）

単
位

実績 計画

ケーブルテレビで放送している行政情報番組について、有識者から意見をもらい、番組の向上に努める。

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

対
象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

➡
対
象
指
標

CATV番組視聴者
① ケーブルテレビ加入世帯 世帯 9,554 9,884 10,000 10,200 10,400

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

➡
活
動
指
標

2月 CATV番組審議会の開催

＊平成21年度の変更点

変更なし

① 開催回数 回 1 1 1 1 1

②

① ケーブテレビ加入率 ％

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

自主制作番組の適正化を図り、質の高い番組を提供する。
65.20 66.5061.10 62.90 63.90

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞ ↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

審議委員の意見を参考に、今後の番組制作の向上に繋がる。
視聴者に質の高い番組が提供できる。

◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか）
財
源
内
訳

⑴国・県支出金 (千円)

(千円)

平成11年11月にケーブルテレビ放送を開始し、放送法により、放送事業者の番組審議会の設置が義務付けられているため。 (千円) 0

⑶その他(使用料・手数料等)

0 0 0 0

0 0

0

⑵地方債 0 0 0 0

0

⑷一般財源 (千円) 0 30 61 61 61

0 0

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計） (千円) 0 30 61 61 61

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1 1 1 1

2011年のテレビ放送のデジタル化の流れの中で、高画質・高音質な番組制作、デジタル化により可能となるデータ放送の対応など研究していく必要があ
る。

②事務事業の年間所要時間 (時間) 100

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 401

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 401

(千円) 421 421

1

100 100 100 100

421 421

451 482 482 482

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205 4,205 4,205 4,205

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入) ◆県内他市の実施状況

➡

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

番組の内容について放送番組審議会ではある程度の良い評価が得られたが「まだ番組構成がかたい。もっと親しみをもてるように」との意見もあった。
把握している

県内8ケーブルテレビ局があり、どのケーブルテレビにおいても、市町村の行政情報を放送し
ている。

把握していない
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

● 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平成 21 年度 （平成 20

【目的妥当性の評価】 【必要性の評価】

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明） 10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

大

直結度大
説
明

CATVは、市政情報の広報媒体としては重要な位置を占めており、その放送の質の向上は欠かせない。

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か） ○

法
令
義
務

法令などにより市による実施が義務付けられている ○

○
法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

○

○

比
較
的
高
い

○

直結度中 ○

直結度小 ●

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当 11．事務事業実施の緊急性

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当 ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当 ○

根拠法令等を記入
放送法 ●

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ○

なし
説
明

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

★ 評価結果の総括と今後の方向性

① 目的妥当性 ● 適切 ○ 目的廃止又は再設定の余地あり

【有効性の評価】 ② 有効性 ● 適切 ○ 成果向上の余地あり

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明） ③ 効率性 ● 適切 ○ コスト削減の余地あり

なし
説
明

効果向上の余地なし ④ 公平性 ● 適切 ○ 受益者負担の適正化の余地あり

⑵ 今後の事務事業の方向性

○ 年度

○

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明） ○

○ 終了 ○ 廃止

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる他の事務事業はなし。 ○

●

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

【効率性の評価】

実
施
予
定
時
期

次年度
（平成22
年度）

番組制作委託やＣＡＴＶ施設の管理運営等に関する今後の市の関与の仕方によりあり方
を検討する。

コストの方向性

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

事業費は謝礼のみでありこれ以上削減できない。

中･長期的
（３～５
年間）

審議会の廃止 成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

最小時間での業務遂行で時間短縮及び人件費削減は困難

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から） 魚津市はＣＡＴＶの４期と５期エリアの有線放送免許（公設公営）を持っており、番組審議会の設置が義務付け
られているが、平成21年度から番組の編集を委託したことに伴い、放送法上の番組審議会の設置義務はなくなった
と考えられる。暫くはこのまま運用することとし、ＣＡＴＶ施設の譲渡（市免許の廃止、ＮＩＣＥーＴＶエリア拡
張申請）計画やチャンネル統合にあわせて、番組審議会の廃止（新川インフォーメーションセンターの審議会に１
本化）が必要である。

二次評価の要否
特定受益者あ
り・負担なし

説
明

CATV番組視聴者が受益者であるが、ＣＡＴＶによる行政情報の提供の重要性と併せ審議会開催経費のみであり、負担を
求めるべきものではない。

必要
適正化の余地なし

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

平
均

高い

説
明

放送法により義務付けられた審議会開催経費のみであり適正である。

● 平均

低い
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

テレビ・ラジオがアナログからデジタルに移行し始め、またインターネットもパソコンだけでなく移動体端末で通信できるようになるなど大きな広がり
を見せている。
その中で、紙ベースで作成され、人間が配送するという形をとる広報は、「古典的な情報伝達手段」といわざるを得ない。
が、市政情報を確実に全世帯にかつ全世代に提供するという使命に陰りはみられない。
前述のような媒体が主流になるなかで、即時性を持った情報提供ができないというデメリットをどうメリットに考えていくかが今後の課題といえる。

◆事業概要（どのような事業か）

・市民生活の利便性が向上する
・市政に関心を持つ市民が増加する

県東部では、黒部・滑川・上市・立山がＤＴＰ（パソコン広報編集機）を導入し、コスト削
減などの成果をあげている。
ただし、ＤＴＰ操作には専門性が求められるため、引継ぎが困難との声も上がっている。

わかりやすく、正確で、より親しみやすい広報紙。また読みやすい広報紙が求められている。
把握している

把握していない

対
象

月１回の広報紙の編集・発行

＊平成21年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

24,252 24,685 24,685 24,685

14,566 14,718 14,718 14,718

2

3,464 3,500 3,500 3,500

4 2 2

②事務事業の年間所要時間 (時間) 3,750

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 15,038

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 24,025

(千円)

8,987 9,686 9,967

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 4

昭和27年の市政発足時から市政情報を広く市民に提供する手段として用いられた。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

0

⑷一般財源 8,987 9,681 9,967 9,967 9,967

(千円)

0

0

9,967

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 5

(千円) 9,967

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

・市政に関する様々な情報が市民に適切に伝えられている。
・市民のまちづくりへの関心が高まり、まちづくりについて市民が積極的に提案、参加するようになっている。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

90.58 84.50 90.00 90.00① 広報モニターによる満足度（満点100点） 点 90.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

250 236

189,600

頁

189,600 189,600 189,600 189,600

240 240 240

16,604 16,664 16,700

➡
活
動
指
標

発行部数 部①

② 発行ページ数

世帯数 世帯 16,484 16,583

46,036 45,819 45,639 45,600① 市の人口 人 46,229

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

市民及び世帯

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

基 本 事 業 名 各種刊行物の充実

款

計画

２．総務費

区 分 広報

施 策 名 ２．広報・広聴の拡充

目

政 策 名

１．総務管理費

第１節 市民との協働

項

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

２．文書広報費

広報広聴係

３．負担金・補助金 ４．市直営

512011

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020102コード２政策体系上の位置付け

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

コード１ 01010300

事 務 事 業 名 広報うおづ発行事業

事 業 コ ー ド 21201201

部 名 等 企画総務部

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 1.広報広聴一般管理費 2.広報うおづ発行事業

開始年度 昭和27年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

実 施 方 法

月１回の広報発行を通じて親しみやすい市政情報の提供を行い、開かれた行政運営と市民サービスの向上を図る。
また、市民への市政の関心を高め、まちづくりに積極的に参加できる環境づくりを進める。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1015

向中野 芳和
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

な
し

大

紙面の内容とページ数、編集技術の向上をはかり、成果の向上を目指す。
ＷＥＢなどとも連携を図り、情報提供の増強を図りたい。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。
※事業を広報にすればどの事業にも効果がある。そのため特定はできないので、「なし」とした。

○

○

③ 効率性 ●

年度

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

ＤＴＰ（パソコン広報編集機）の導入後、印刷コストは下がってきている。差額をページ数の増加やカラー化に充てる
ことで広報紙の充実を図っているところであり、事業費の投入は適切と判断する。
紙面数の削減や色数削減などはコスト削減につながるが、市民の紙面への関心は下げてしまうため、かえって費用対効
果はさがる。

次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

●

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

なし
説
明

職員が取材・編集に当たる以上、人件費の設定は適切。
作業をすべて民間委託することは可能ではあるが、作業工程における編集方針のすりあわせなどを考えると時間的ロス
があまりにも多く、現状が最もローコストであると分析する。

編集と取材の能力向上をはかり、見やすい・わかりやすい広報を作成をすることで成果
の向上を目指す。

【効率性の評価】

④ 公平性

終了 ○ ○廃止

○

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり

適切

○

適切 ● 成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地はない。

○

○

あり
説
明

広報モニターの意見や市民の声など市民ニーズを踏まえ、制作に努めることにより、より多くの市民の市政への関心や
理解を深めることができる。

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

●

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
不
可

説
明

市政情報を確実に全世帯に提供する広報紙は、市政情報の適切な市民への伝達と市政に対する理解を深めてもらう
ためには最適な広報媒体といえる。

●

○

○

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

非
常
に
高
い

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

行政情報であり、市民に負担を求めるべきものではないと考える。

行政情報であり、市民に負担を求めるべきものではないと考える。

（平成 20

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

★課長総括評価(一次評価）

○

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

二次評価の要否

不要

今も昔も紙媒体としての広報の役割は重要であり、市政情報を全世帯に平等に提供するという使命に変わりはな
い。今後とも市民に親しまれる紙面づくりに努める必要がある。

なお、アパートの一部などで広報が配布されていない課題に関して、各区長に理解を求めながら、全世帯配布に
努める必要がある。
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○ ● ○ ○

②

③

③

②

③

●

○

実 施 方 法

コミュニティFM放送を通じて親しみやすい市政情報やイベント情報の提供を行い、開かれた行政運営の実現と市民サービスの充実を図る。
また、市民の市政への関心を高め、まちづくりに積極的に参加できる環境づくりを進める。

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

0765-23-1015

向中野 芳和

課 名 等 企画政策課

係 名 等

予 算 書 の 事 業 名 3.ラジオ広報事業

開始年度 平成7年度 終了年度事 業 期 間 当面継続

コード１ 01010300

事 務 事 業 名 ラジオ広報事業

事 業 コ ー ド 51201202

部 名 等 企画総務部

平成 年度 （平成

部･課･係名等

21 20

512012

一般会計政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計

予算科目 コード３ 001020102コード２政策体系上の位置付け

記 入 者 氏 名

業務分類 ５．ソフト事業

２．文書広報費

広報広聴係

３．負担金・補助金 ４．市直営

政 策 名

１．総務管理費

第１節 市民との協働

項

基 本 事 業 名 多様な方法による市政情報の提供

款

計画

２．総務費

区 分 広報

施 策 名 ２．広報・広聴の拡充

目

23年度

単
位 19年度 20年度 21年度

実績

22年度

電 話 番 号

➡
対
象
指
標

ラジオ番組「マイシティにいかわ」の可聴地域（２市２町 魚津市・黒部市・入善町・朝日町）の住民
① ２市２町の人口（富山県調３月31日現在） 人 132,078 129,086 129,000 129,000 129,000

番組の予定放送時間 分 780 780 780 780 780

➡
活
動
指
標

番組の実際放送時間 分①

②

780 780 780 780780

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

① 対象指標②/活動指標① ％ 100.00 100.00100.00 100.00 100.00

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

・市政に関する様々な情報が、市民に適切に伝えられている。
・市民のまちづくりへの関心が高まり、まちづくりについて市民が積極的に提案、参加するようになっている。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

0 0

0

0 0 0

0

1,007

⑶その他(使用料・手数料等) 0 00 0

(千円) 1,007

0

⑷一般財源 1,185 1,007 1,007 1,007 1,007

(千円)

1,185 1,007 1,007

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 2

平成７年度から、ラジオ放送による地域に根ざした情報発信を推進する目的で始まった。 (千円)

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計）

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 1,281

(千円)

②事務事業の年間所要時間 (時間) 24

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 96

1

210 24 24 24

3 1 1

883 101 101 101

1,890 1,108 1,108 1,108

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入)

➡

対
象

ラジオ番組「マイシティにいかわ」にて、行事案内・行政案内などを放送している。
放送は毎週金曜日午前7時45分から8時までの15分間。㈱新川コミュニティ放送による。

＊平成21年度の変更点

なし

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

◆事業概要（どのような事業か）

・市民生活の利便性を向上する。
・市政に関心を持つ市民が増加する。

富山市、高岡市、砺波市、黒部市、朝日町、入善町にて、ラジオ放送による行政情報の提供
を行っている。

平成16年度におこなわれた新川コミュニティ放送の番組全体を対象としたアンケート調査では「マイシティにいかわ」への意見などは特になかった。
把握している

把握していない

平成７年度から週１回放送として開始された番組「マイタウンメッセージ」（富山エフエム放送）は平成16年度から隔週放送となり、平成17年度からは
廃止された。
現在は、平成９年度から週１回放送として開始された「マイシティにかわ」（新川コミュニティ放送）のみ放送されている。
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

● 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

二次評価の要否

不要

コミュニティFM放送による市政情報の提供は、ラジオ放送の持つ速報性、広域性の観点から見て有効なものと考え
られる。阪神大震災でも実証されたとおり、災害発生時には大変有効なメディアとなることから、今後ともラジオ
ミューとの連携を深めていきたい。

説
明○ 平均

★経営戦略会議評価（二次評価）

★課長総括評価(一次評価）

○

【必要性の評価】

平成 21 年度

【目的妥当性の評価】

（平成 20

【公平性の評価】

低い

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明）

高い

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

特定受益者な
し・負担なし

適正化の余地なし

説
明

行政情報であり、市民に負担を求めるべきものではないと考える。

行政情報であり、市民に負担を求めるべきものではないと考える。

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大

一
部
に
あ
る

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明）

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

民
間
可
能

説
明

速報性、広域性をもつラジオ広報は、圏域情報の適切な市民への伝達と圏域行政に対する理解を深めてもらうため
には最適な媒体といえる。

○

●

○

○

○

なし
説
明

成果向上の余地なし

○

根拠法令等を記入

なし
説
明

11．事務事業実施の緊急性

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

低
い
が
､
影
響
大

○

① 目的妥当性 ●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

目的廃止又は再設定の余地あり

★ 評価結果の総括と今後の方向性

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地はない

成果向上の余地あり【有効性の評価】

適切

○

●

② 有効性

適切

○

適切 ○

コスト削減の余地あり

○

○

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性

終了 ○ ○廃止

●

○

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 適切

コストの方向性

維持

成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

現在の業務内容は
①ラジオ出演者リスト作成業務
②支払いに関する業務
という最低限のものであり、適切である。

なし

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

○

○

○

中･長期的
（３～５
年間）

なし
説
明

委託料の内訳は、㈱新川コミュニティ放送規程の放送料金に基づいたものであり、適切である。
次年度
（平成22
年度）実

施
予
定
時
期

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

③ 効率性 ●

年度

な
し

中

なし

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない

●

○

38/42



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 【1枚目】

○ ● ○ ○

②

③

③

②

③

●

○

20

事 業 コ ー ド 51201203 部･課･係名等

平成 21 年度 （平成

コード１ 01010300 政策体系上の位置付け コード２ 512012 予算科目 コード３ 001020102

事 務 事 業 名 テレビ広報事業 部 名 等 企画総務部 政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計 一般会計

予 算 書 の 事 業 名 4.テレビ広報事業 課 名 等 企画政策課 政 策 名 第１節 市民との協働 款 ２．総務費

事 業 期 間 開始年度 平成11年度 終了年度 当面継続 業務分類 ５．ソフト事業 係 名 等 広報広聴係 施 策 名 ２．広報・広聴の拡充 項 １．総務管理費

実 施 方 法 １．指定管理者代行 ２．アウトソーシング ３．負担金・補助金 ４．市直営 記 入 者 氏 名 南塚 紀子 区 分 広報 目 ２．文書広報費

電 話 番 号 0765-23-1015 基 本 事 業 名 多様な方法による市政情報の提供

◆事業目的・概要（どのような事業か）

単
位

実績 計画

ケーブルテレビを通じて親しみやすい市政情報の提供を行い、開かれた行政運営と市民サービスの向上を図る。また、市民の市政への関心を高め、まちづくりに積極的に参加できる環境づ
くりを進める。

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

対
象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

➡
対
象
指
標

ケーブルテレビ契約世帯
① CATV加入世帯数 世帯 9,554 9,884 10,000 10,200 10,400

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

➡
活
動
指
標

自主制作番組「まちかど魚津」及び制作委託番組「行政アラカルト」を放送し、様々な市政情報を提供している。

＊平成21年度の変更点

自主制作していた「まちかど魚津」をＮＩＣＥＴＶへ委託し、収録内容の取りまとめのみ行う。

① 情報番組の放送時間 分 129,600 64,800 64,800 64,800 64,800

②

①
アンケート調査（週１回以上見ている割
合）

％

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

・市民生活の利便性が向上する。
・市政に関心をもつ市民が増加する。

60.00 65.0031.00 50.00 55.00

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞ ↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

・市政に関する様々な情報が、市民に適切に伝えられている。
・市民のまちづくりへの関心が高まり、まちづくりについて市民が積極的に提案、参加するようになっている。

◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか）
財
源
内
訳

⑴国・県支出金 (千円)

(千円)

平成11年11月のＮＩＣＥ ＴＶ開局にあわせて行政チャンネルを設け、映像と音声による市政情報を提供することなった。 (千円) 0

⑶その他(使用料・手数料等)

0 0 0 0

0 0

0

⑵地方債 0 0 0 0

0

⑷一般財源 (千円) 11,499 7,878 8,887 8,887 8,887

0 0

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計） (千円) 11,499 7,878 8,887 8,887 8,887

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 3 3 2 2

2011年のテレビ放送のデジタル化の流れの中で、４ｃｈと統合し、高画質・高音質な番組制作、デジタル化により可能となるデータ放送への対応など研
究していく必要がある。

②事務事業の年間所要時間 (時間) 4,726

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 19,424

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 30,923

(千円) 11,886 1,973

2

2,892 480 480 480

1,973 1,973

19,764 10,860 10,860 10,860

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205 4,205 4,205 4,205

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入) ◆県内他市の実施状況

➡

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

番組の内容について放送番組審議会ではある程度の良い評価が得られたが「まだ番組構成がかたい。もっと親しみをもてるように」との意見もあった。
把握している

県内全市で市政についてテレビ広報は行っている。

把握していない
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

● 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

(1)評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平成 21 年度 （平成 20

【目的妥当性の評価】 【必要性の評価】

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する必要度・貢献度とその理由説明） １０．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

大

直結度大
説
明

映像と音声をつかう親しみやすいテレビ広報は、市政情報の適切な市民への伝達と市政に対する理解を深めてもら
うためには最適な広報媒体といえる。

○

○
法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

○

○

比
較
的
高
い

根拠法令等を記入

○

直結度小 ○

直結しない ●

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か） ○

関
与
縮
小

法令などにより市による実施が義務付けられている

●

○

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当 １１．事務事業実施の緊急性

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当 ニ
ー
ズ
急
上
昇

○

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当 ○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ○

なし
説
明

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

★ 評価結果の総括と今後の方向性

① 目的妥当性 ● 適切 ○ 目的廃止又は再設定の余地あり

【有効性の評価】 ② 有効性 ○ 適切 ● 成果向上の余地あり

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明） ③ 効率性 ○ 適切 ● コスト削減の余地あり

あり
説
明

番組審議会の意見や視聴者アンケートなど市民ニーズを踏まえた番組制作に努めることにより、より多くの市民の市政
への関心や理解を深めることができる。

④ 公平性 ○ 適切 ● 受益者負担の適正化の余地あり

(2)今後の事務事業の方向性

○ 年度

○

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明） ○

○ 終了 ○ 廃止

●

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。 ○

コストと成果の方向性

【効率性の評価】

実
施
予
定
時
期

次年度
（平成22
年度）

番組編成については、とりあえず２１年度からの委託した上での状況を見ながら判断す
る。
どんな状況であれ、基本的に毎年２月頃番組審議会の意見を取り入れながら、市民にわ
かりやすい情報提供を行い、視聴率向上を目指す。

コストの方向性

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

削減

なし
説
明

「まちかど魚津」の番組制作を委託することで事業費は逆に増える。

中･長期的
（3～5年

間）

デジタル放送化に向け、チャンネル統合を行い、画面上でどのようなサービスができる
かＮＩＣＥＴＶと検討する。

成 果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

向上

あり
説
明

「まちかど魚津」の番組制作を委託することで人件費は大幅に削減できる。

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から） テレビによる市政情報の提供は、本市にあっては新しい分野の事業であり、映像と音声による情報提供は市民に
とっても親しみやすい。基本的に１週間単位での番組編成であるが、最近では、気象情報や火災情報など即時性の
高い情報の提供にも努めている。

放送のデジタル化により可能となるデータ放送への対応、４チャンネルと５チャンネルの一本化の検討など、今
後とも新しい時代に対応したテレビ広報のあり方について研究・検討していく必要がある。

二次評価の要否
特定受益者あ
り・負担あり

説
明

現在のデジタル加入の場合の料金設定は多少の割高感がある。より多くの市民が放送のデジタル化の恩恵を受けられる
ような視聴料金の設定が望まれる。

必要
適正化の余地あり

平
均

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

高い

説
明

現行では県内他都市と比較してほぼ同水準の料金設定となっている。デジタル料金の改定にあたっては、近隣都市の動
向も参考にしながら設定していく必要がある。

● 平均

低い
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○ ○ ○ ●

②

③

③

②

③

●

○

20

事 業 コ ー ド 部･課･係名等

平成 21 年度 （平成

コード１ 01010300 政策体系上の位置付け コード２ 512021 予算科目 コード３ 000000000

事 務 事 業 名 市長への手紙(電子ご意見箱)・要望書対応事務 部 名 等 企画総務部 政策の柱
第５章 《経営戦略プログラム》”市民と行政が
一緒に考え、行動するまちづくり”

会計 該当なし

予 算 書 の 事 業 名 なし 課 名 等 企画政策課 政 策 名 第１節 市民との協働 款 該当なし

事 業 期 間 開始年度 平成4年度以前 終了年度 当面継続 業務分類 ５．ソフト事業 係 名 等 広報広聴係 施 策 名 ２．広報・広聴の拡充 項 該当なし

実 施 方 法 １．指定管理者代行 ２．アウトソーシング ３．負担金・補助金 ４．市直営 記 入 者 氏 名 広田 雅樹 区 分 広聴 目 該当なし

電 話 番 号 0765-23-1015 基 本 事 業 名 市政懇談会などの充実

◆事業概要（どのような事業か）

単
位

実績 計画

市民の市政に対する意見や要望等を広く聴き、それぞれの施策に反映させながら、市政を推進する。

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

対
象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

➡
対
象
指
標

市民
① 市の人口 人 46,229 46,036 46,000 46,000 46,000

手
段

＜平成20年度の主な活動内容＞

➡
活
動
指
標

文書やEメール等で寄せられた市政に関する意見・要望等を各所管課に振り分け、その対応について回答を要する場合は、文書又
はEメールにて行なった。

＊平成21年度の変更点

なし

① 意見・要望等の受付件数 件 81 106 100 100 100

②

①
回答の必要な意見・要望等に対して対処し
た割合

％

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

➡
成
果
指
標

問題の大小に関わらず、意見者の目の高さに立ち、頂いた意見の内容を正確に把握し、問題解決に結びつける。
また、必要ならば市の考え方や対応策または計画等を分かりやすく回答する。

100.00 100.00100.00 100.00 100.00

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞ ↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

市政に主体的に参加する意識が醸成される。

◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか）
財
源
内
訳

⑴国・県支出金 (千円)

(千円)

市民からの意見や要望等を把握するため、昔から行なわれている。近年では、手軽に意見等を寄せてもらえるようにEメール等でも受け付けている。 (千円) 0

⑶その他(使用料・手数料等)

0 0 0 0

0 0

0

⑵地方債 0 0 0 0

0

⑷一般財源 (千円) 0 0 0 0 0

0 0

Ａ．予算(決算)額(⑴～⑷の合計） (千円) 0 0 0 0 0

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1 2 1 1

インターネットの普及により、Eメール等による受付が増加すると思われる。 ②事務事業の年間所要時間 (時間) 200

Ｂ．人件費（②×人件費単価/千円) 802

事務事業に係る総費用（A＋B） (千円) 802

(千円) 3,642 841

1

866 200 200 200

841 841

3,642 841 841 841

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,010 4,205 4,205 4,205 4,205

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質問などを記入) ◆県内他市の実施状況

➡

（把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

議会では、市長の考え・想いをホームページ等で市長自身の言葉で市民へ知らせていけばよいという意見があった。
把握している

各市で対応している。

把握していない
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴ 評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

平成 21 年度 （平成 20

【目的妥当性の評価】 【必要性の評価】

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明） 10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

大

直結度大
説
明

市民からの意見や要望等に対し対応できるものは迅速に実行し、対応できないものはその理由を説明し理解を求め
る事業であり、市政に主体的に参加する意識の醸成に直接結びつくものである。

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か） ○

民
間
不
可

法令などにより市による実施が義務付けられている ○

●
法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

○

○

非
常
に
高
い

○

直結度中 ●

直結度小 ○

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当 11．事務事業実施の緊急性

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当
非
常
に
高
い

○

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当 ●

根拠法令等を記入
○

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ○

なし
説
明

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地はなし。

★ 評価結果の総括と今後の方向性

① 目的妥当性 ● 適切 ○ 目的廃止又は再設定の余地あり

【有効性の評価】 ② 有効性 ● 適切 ○ 成果向上の余地あり

４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明） ③ 効率性 ● 適切 ○ コスト削減の余地あり

なし
説
明

効果向上の余地なし。 ④ 公平性 ● 適切 ○ 受益者負担の適正化の余地あり

⑵ 今後の事務事業の方向性

● 年度

○

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明） ○

○ 終了 ○ 廃止

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事業はない。 ○

○

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか） コストと成果の方向性

【効率性の評価】

実
施
予
定
時
期

次年度
（平成22
年度）

ＨＰリニューアルの中で、市民からの意見等に関し市の方針、市長の考え等のよりよい
周知方法を検討し実施する。

コストの方向性

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

予算措置なし

中･長期的
（３～５
年間）

なし 成果の方向性

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

維持

なし
説
明

受け取った要望書等については、速やかに処理を行なっているため、業務時間の短縮は困難である。

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から） 市長への手紙や要望書などによって市民等から寄せられる意見・要望や・提案を、市の施策に反映させること
は、広聴活動の重要な役割である。広聴機能の充実について聞いた20年度の市民意識調査によると「まちづくりに
ついて積極的に提案、参加できる機会があると思う」市民の満足度は、7.7％（前年度9.5％）、また、不満足度も
30.7％（前年度24.8％）と前年度よりも悪い結果となっており、今後も市民が気軽に発言できる機会づくり、体制
づくりに努めていく必要がある。

二次評価の要否
特定受益者な
し・負担なし

説
明

市民全体が受益者であり、特定受益者はいない。

不要
適正化の余地なし

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

な
し

高い

説
明

市民全体が受益者であり、特定受益者はいない。

○ 平均

低い
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